
防止予定区域管理票記載要領 

 

Ⅰ 共通事項 

・反射板を含まない場合は、１無線回線ごとに管理票（１）を記入する。 

・反射板を含む場合は、管理票（１）のほかに管理票（２）も記入する。 

・記入欄が不足する場合は、適宜の様式で別途記入する。 

・告示の内容が現状と相違する場合は、現状に合わせて記入し、併せて現状と相違する

旨、備考欄に記入する。（例：住居表示相違） 

なお、早急に無線局変更申請（届）の手続きをとること。 

 

Ⅱ 項目別記載要領 

１ 免許人名 

・免許人名を漢字で記入 

 

２ ルート番号 

・記入不要 

 

３ 局番号 

・原則として、局番号１の欄は親局に相当する局、局番号５の欄は子局に相当する局の

情報を記入する。告示済み回線の場合は、局番号１の欄は告示の（一）の局、局番号

５の欄は告示の（二）の局の情報を記入する。 

・回線に反射板が含まれる場合は、反射板を挟む両端の無線局の何れかを局番号１とし、

局番号１に近い反射板から順に局番号２、３、４とする。ただし、反射板の数は最大

３までとする。 

 

参考  無線局Ａ ⇔ 反射板Ｂ ⇔ 反射板Ｃ ⇔ 反射板Ｄ ⇔ 無線局Ｅ 

   【局番号１】 【局番号２】 【局番号３】 【局番号４】 【局番号５】 

 

告示では、同一の無線区間であっても反射板を含む場合は、Ａ～Ｂ、Ｂ～Ｃ、Ｃ～Ｄ、

Ｄ～Ｅの区間ごとに別に指定している。 

 

４ 固定局名（漢字）・反射板名（漢字） 

 ・固定局又は反射板の名称を漢字で記入 例：ＫＴＢ熊本 

 

５ 固定局名（カナ）・反射板名（カナ） 

 ・固定局又は反射板の名称をカナで記入 例：ケイテイビイクマモト 

 

６ 使用周波数 

・ＭＨｚ単位で７桁記入（最低周波数を記入） 例：１２３４５．１２ＭＨｚ 

 



７ 占有周波数帯幅 

・ＭＨｚ単位で４桁記入 例：１２．１２ＭＨｚ 

 

８ 設置場所住所 

 ・都道府県名から住所を記入。住所表記方法は、「丁目、番地、号」等による表記又は

ハイフン「―」表記のいずれかでも構いませんが、表記方法をどちらかに統一するこ

と。 

  

 

 

 

 

 

９ 空中線位置又は反射板位置 

・空中線又は反射板の位置を世界測地系の経度及び緯度で記入する。 

① 緯度経度を選択した場合 

小数点以下第３位(秒未満)まで記載する。 

例：Ｅ １３０°４２′０７″８２７ 

Ｎ  ３２°４８′１０″３３２ 

 ・上記の位置が個別のアンテナ（反射板）の位置の場合は「□個別」に、鉄塔中心の位

置の場合は「□代表（鉄塔中心）」にチェックをつけること。 

 

② ⅩＹ座標値を選択した場合 

・空中線又は反射板の位置を、日本国内の平面直角座標系原点からの南北方向及び東西

方向の距離で記入する。（ｍ単位、９桁） 

・小数点以下第２位まで記載する。 

・原点の番号 空中線又は反射板の位置が含まれる座標系原点の番号を記入 

       九州の場合、長崎県及び鹿児島県の一部が「１」、それ以外の県は「２」 

  例：原点 ２   Ｘ －２１８２０．８０ｍ  

           Ｙ －２７８９１．７７ｍ  

 

 

 

 

 

10 下り方向 

① 空中線口径 

      空中線の直径を記入する。 

②  空中線種別等 

  ・送信空中線及び受信空中線種別それぞれの種別を表す記号（パラボラ：Ｐ、ホーン

注 「空中線位置又は反射板位置」は、10の東経北緯又は11のＸＹ座標値の何れか

一方のみ記入すればよい。 

 

注：各局に複数の空中線がある場合、以下の空中線関係の各項目は、送信用又は受信用

の空中線ごとに空中線高が最も低いものを対象に記入すること。なお、空中線によ

り位置関係の項目が異なる場合は適宜の様式により、別途、記載すること。 



リフレクタ：Ｈ）を記入する。 

 ・（偏波）には、偏波を表す記号（水平：Ｈ、垂直：Ｖ、左旋：Ｌ、右旋：Ｒ、水平

垂直：Ｘ）を記入する。 

  例：送信空中線 Ｐ  → （偏波 Ｈ） →  受信空中線 Ｐ 

③  空中線地上高又は反射板地上高 

 ・地上から空中線の中心位置までの高さを小数点以下第２位まで記載する。 

④  空中線海抜高又は反射板海抜高 

   ・平均海水面から空中線の中心位置までの高さを小数点以下第２位まで記載する。 

⑤ ＳＤ間隔 

   ・スペースダイバーシティ方式（図１）の場合に上下のアンテナ間の距離を記入する。 

・間隔については、最上部に設置される空中線から一番近傍にある空中線までの間隔

距離を小数点以下第２位まで記載する。 

・上り方向、下り方向の別、送信ＳＤ、受信ＳＤの別に対応して、該当欄に記入する。 

 

上 

     アンテナ１             アンテナ１ 

                       ＳＤ１ 

ＳＤ１                アンテナ２ 

                  ＳＤ２ 

下     アンテナ２：基準          アンテナ３：基準   図１ 

 

⑥  空中線中心補正値 

・空中線位置の個別、代表の別が「代表」の場合に、個別の空中線の位置を示すため

の補正値であり、鉄塔中心から個別の空中線の位置までの距離をｍ単位で記入する。

（図２のｒ） 

⑦  空中線中心補正角 

・空中線位置の個別、代表の別が「代表」の場合に、個別の空中線の位置を示すため

の補正値であり、Ⅹ軸（真北）からの方位角を記入する。（図２のθ） 

 

         Ｘ軸 

 

                  空中線 

 

           θ   ｒ 

 

     鉄塔中心           図２ 

 

 

 

 

一つの鉄塔に複数の空中線が取り付

けられているとき、個別に座標値を求

めないで、中心となる点の座標を与

え、これよりベクトル的に求める 

 



⑦ Ｘ値補正値 

・空中線位置の個別、代表の別が「代表」の場合に、    Ｘ軸 

鉄塔中心から個別空中線の位置までのⅩ座標値の           空中線 

補正値を、ｍ単位で記入する。 

例：十１２３．１２３ｍ 

 

⑧ Ｙ値補正値 

・空中線位置の個別、代表の別が「代表」の場合に、    鉄塔中心    Ｙ軸 

鉄塔中心から個別空中線の位置までのＹ座標値の          図３ 

補正値を、ｍ単位で記入する。 

例：－１２３．１２３ｍ 

 

 

 

 

 

11 上り方向 

 ・空中線が下り方向と同一の場合は、「下り方向に同じ □」にチェックを入れ、以下

の項目は空白とする。異なる空中線を使用する場合は、各項目を13と同様に記入する。 

 

12  ＡＤ識別 

・アナログ：Ａ  ディジタル：Ｄ 

 

13 伝送方式 

・例：１６Ｑ５２Ｍ、２５６Ｑｌ０４Ｍ、６４ＱＡＭ 等 

 

14 局間距離 

 ・局間距離については、工事設計書の値を記載する。 

 

15 指定範囲 

 ・指定を希望する区域の、伝搬障害防止区域が始まる地点及び伝搬障害防止区域が終わ

る地点の局番号１からそれぞれの地点までの距離を少数点以下第３位まで記載する。 

・指定区間が連続していない場合は、複数に分けて記入する。 

 

例：  ０．０００ｋｍ ～ ３．０５０ｋｍ 

    ４．１００ｋｍ ～ ６．０００ｋｍ 

 

16 告示・番号 

・新規に指定を受ける場合は記入不要。指定を変更又は解除する場合は、当該告示の年

月日及び番号を記入すること。 

注 「空中線の中心値」は、⑤「補正値」及び「⑥補正角」又は「⑦Ｘ値補正値」及び

「⑧Ｙ値補正値」の何れか一方のみ記入すればよい。 

 


